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〈構成⽐〉

⼦の年齢は、
20歳代以下が想定される

５９歳以下
⼦の年齢は、
30歳代が想定される

６０歳〜６９歳
⼦の年齢は、
50歳代以上が想定される

８０歳以上７０歳〜７９歳
⼦の年齢は、
40歳代が想定される

被相続⼈の
死亡時の年齢

（注） 主税局調べ。

平成元年
（1989年）

平成16年
（2004年）

令和元年
（2019年）

⃝ 被相続⼈の⾼齢化が進んだ結果、「⽼⽼相続」が増加し、相続による若年世代への資産移転が進みにくい状況

相続税の申告から⾒た被相続⼈の年齢構成⽐
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⾼齢者単⾝世帯の貯蓄現在⾼分布（2019年） ⾼齢者夫婦世帯の貯蓄現在⾼分布（2019年）

（万円）
（出所）総務省「全国家計構造調査」
（注）⾼齢者夫婦世帯は、「夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの世帯」。

（万円）

○ ⾼齢者世帯における貯蓄現在⾼は、単⾝世帯では450万円未満の世帯が44％、3000万円以上の世帯が12％、夫婦世
帯では450万円未満の世帯が27％、3000万円以上の世帯が21％となっている。

貯蓄現在⾼階級別 世帯数分布（⾼齢者世帯）
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親の所得と⼦の⼤学進学率
政府税制調査会（令和４年９⽉９⽇）における

外部有識者（⽿塚寛明⽒）説明資料
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家庭の経済事情による学⼒への影響
政府税制調査会（令和４年９⽉９⽇）における

外部有識者（⽿塚寛明⽒）説明資料
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⽬次

１ 相続税・贈与税の現状

２ 相続税・贈与税をめぐる経済社会情勢

３ 資産移転の時期の選択に、より中立的な税制の構築
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我が国の相続税と贈与税の関係

◯ 贈与税は、相続税の累進回避を防⽌する観点から、相続税よりも⾼い税率構造となっている。
◯ 実際、相続税がかからない者や相続税がかかる者であってもその多くの者にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税

率の⽅が⾼いため、若年層への資産移転が進みにくい。
◯ 他⽅、相続税がかかる者の中でも相続財産の多いごく⼀部の者にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率の⽅が低い

ため、財産を分割して贈与する場合、相続税よりも低い税率が適⽤される。
⇒ ⽣前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が⾏われるよう、相続・贈与に係る税負担を⼀定にしていくため、「資産

移転の時期の選択により中⽴的な税制」を構築していく必要。
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例︓相続する財産が4,000万円の場合（限界税率20％）、財産を1,000万円
に分割しても、贈与税の限界税率は30%となり、相続税よりも⾼い税率に直
⾯。このため、⽣前にまとまった財産を贈与しにくい。

5%

0%

（備考） 横軸において、贈与税は「課税価格（取得財産－基礎控除額）」を、相続税は「各法定相続⼈の法定相続分相当額（課税遺産総額を法定相続分で按分した額）」を指す。

例︓相続する財産が６億円超の場合（限界税率55％）、財産を4,500万円
以下に分割して贈与すると相続税よりも低い税率が適⽤される。


